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◇

共有財産の評価

Q:父が亡くなりました。遺産のなかには、

父と叔父が2人で共同で買った土地があるの

ですが、このような共有財産はどのように評

価するのでしょうか。

ヱヘ：全体の評価額を共有者の持分に応じて

あん分した価額で評価します。

【解説】

共有財産とは、複数の者が一個の物の所有

権を分量的に分割して所有している状態にあ

る財産をいいます。

私たちの日常生活に供されている財産は、

単一の財産というものは少なく、大部分の財

産が他の財産との複合又は合成であるといえ

ます･

財産の評価上、どの単位の財産をもとに評

価するのかは、評価の基本的な問題です。

この評価単位については、原則として、財

産評価基本通達に定める財産の種類別、その

一単位ごとに評価する個別法が採用されてい

ます。

ご質問の共有の土地については、その土地

全体の価額を計算し、その価額に共有持分の

割合をかけて算出した価額により評価するこ

とになります。この場合、共有持分の割合が

極めて低くても、評価額をしんしゃくはしま

せん ◎


